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�愛媛県告示第３９５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り、今治市長から公有水面の埋立てにより新たに生じた次の土地は

今治市の地域であることを確認した旨の届出があった。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３９６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

今治市長から次のとおり字の区域を変更する旨の届出があった。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３９７号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成１９年２月２０日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示
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○ 沖浦地区土地改良事業共同施行営土地改良事業の換地処分…………２５０

○ 県営土地改良事業の事業変更計画書の縦覧（２件）…………………２５０

○ 市営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧（２件）…………………２５１

○ 水域施設等の建設の届出…………………………………………………２５１

○ 道路の区域変更（一般国道１９４号）……………………………………２５１

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………２５２

○ 道路の区域変更（県道今治丹原線）……………………………………２５３

○ 道路の供用開始（一般国道３１７号外）…………………………………２５３

○ 道路の区域変更（県道砥部伊予松山線）………………………………２５４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２５４

○ 道路の区域変更（県道松山松前伊予線）………………………………２５４

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………２５４

○ 道路の供用開始（県道中山伊予線）……………………………………２５５

○ 道路の区域変更（県道松山伊予線）……………………………………２５５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………２５５

○ 道路の供用開始（県道久万中山線）……………………………………２５５

○ 道路の区域変更（県道中山双海線）……………………………………２５５

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………２５６

○ 道路の区域決定（県道松山川内自転車道線）…………………………２５６

○ 道路の区域変更（県道池田中山線）……………………………………２５６

○ 道路の区域変更（県道高茂岬船越線）…………………………………２５６

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………２５７

○ 道路の区域変更（県道篠山公園線）……………………………………２５７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）……………………………………２５７

○ 道路の区域変更（県道宇和島城辺線）…………………………………２５７

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………２５７

○ 都市計画の変更案の縦覧（６件）………………………………………２５８

○ 愛媛県環境影響評価条例による都市計画事業に係る環境影響評価

準備書等の縦覧……………………………………………………………２５８

○ 愛媛県環境影響評価条例による都市計画事業に係る環境影響評価

準備書の説明会の開催……………………………………………………２５９

○ 都市計画の決定案の縦覧…………………………………………………２５９

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………２６０

公 告

○ 技能検定の合格者…………………………………………………………２６０

新たに 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

今治市大西町脇甲８８２の３から甲８８２の５まで、甲１８３７
及び甲１８３８の２並びに大西町大井浜１５４の１、１５４の３、
１５４の１５、１５４の２３、１５４の２４、１５９の６、１５９の９、１８３
の３、１８４の２、１８５の２、１８６、２００及び２０２の１から
２０２の３までの地先海浜地

２，７４２．９５

字の名称
左記の区域に編入する新たに生じた土地

区 域 面 積
（平方メートル）

大西町脇 今治市大西町脇甲８８２の３から甲８８２の５まで、
甲１８３７及び甲１８３８の２の地先海浜地

９２２．１２

大西町大
井浜

今治市大西町大井浜１５４の１、１５４の３、１５４
の１５、１５４の２３、１５４の２４、１５９の６、１５９の９、
１８３の３、１８４の２、１８５の２、１８６、２００及び
２０２の１から２０２の３までの地先海浜地

１，８２０．８３

人事委員会規則

○ 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則…２６８

選挙管理委員会告示

○ 不在者投票のできる施設の指定…………………………………………２６９

告 示

毎週（火・金）曜日発行 第１８４３号 平成１９年３月１３日

平成１９年３月１３日火曜日 第１８４３号

愛 媛 県 報

２４９



�������
�愛媛県告示第３９８号
平成１９年２月２８日今治市営基盤整備促進事業古谷下地区の換地計

画に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１

９５号）第９６条の４において準用する同法第５４条第４項の規定により

公告する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３９９号
平成１９年２月２８日今治市営基盤整備促進事業明田地区の換地計画

に基づく換地処分があったので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）第９６条の４において準用する同法第５４条第４項の規定により公

告する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４００号
平成１９年２月２８日沖浦地区土地改良事業共同施行営非補助土地改

良事業沖浦地区の換地計画に基づく換地処分があったので、土地改

良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条において準用する同法第５４条

第４項の規定により公告する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第４０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、今治市関前大下地域に係る県営土地改良事業計画を変更した

ので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、

次のとおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農地保全整備事業・大下地区）変更計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月１４日から４月１１日まで

３ 縦覧場所

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号及び第４

号に掲げる融

資機関が同条

第１項第１号

に掲げる者に

貸し付ける場

合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第４号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年４厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年５厘

２～７ 省略 ２～７ 省略

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５０
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今治市役所関前支所

�������
�愛媛県告示第４０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、伊予市宮下、上野、上三谷、下三谷、上吾川、下吾川、米湊、

稲荷、市場、尾崎、本郡、森及び中村並びに伊予郡松前町南黒田及

び横田地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６

項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土

地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・大谷地区）変更計画書

の写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月１４日から４月１１日まで

３ 縦覧場所

伊予市役所及び松前町役場

�������
�愛媛県告示第４０３号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（農道）・中村地区）の施行は、適当と認められるので、土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用す

る同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供

する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・中村

地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月１４日から４月１１日まで

３ 縦覧場所

今治市役所玉川支所

�������
�愛媛県告示第４０４号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・小鴨部地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

小鴨部地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成１９年３月１４日から４月１１日まで

３ 縦覧場所

今治市役所玉川支所

�������
�愛媛県告示第４０５号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第５６条の３第１項の規定に基づ

き、次のとおり水域施設等の建設の届出があった。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名

檜垣造船株式会社

今治市小浦町１丁目４番２５号

代表者 代表取締役 檜垣 清隆

２ 水域施設等の所在する水域の範囲

今治市波方町波方字石持甲１５７１番４地先海面

３ 水域施設等の種類、規模及び構造

種 類 規 模 及 び 構 造

係 留 施 設 延長 ２０５メートル
直立消波式係船岸

４ 係留施設の係留能力

水深 －５．０メートル

５ 水域施設等の建設の工事の開始及び完了の予定期日

� 工事の開始予定期日 平成１９年３月１日

� 工事の完了予定期日 平成１９年５月３１日

６ 水域施設等の使用及び管理の計画

新造船の艤装用係留施設として使用し、維持管理のため、届出

者において監視・検査を行う。

�愛媛県告示第４０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 １９４号 西条市千町字大ダル乙１７番５

旧 １４．２～１８．６ ０．００７

新 １４．６～２０．４ ０．００７

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５１
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�愛媛県告示第４０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、西条地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
西条市千町字渡瀬２号２５番２から

同字２号２３番４まで

旧 ２０．５～２９．５ ０．０４０

新 ２４．０～３３．５ ０．０４０

〃 〃 西条市千町字渡瀬２号２０番

旧 ３５．０～３５．３ ０．００６

新 ３７．５～３８．２ ０．００６

〃 〃
西条市千町字大谷甲７番１０から

同字甲７番２０まで

旧 ２８．０～３９．２ ０．０４５

新 ３８．４～６５．０ ０．０４５

〃 〃
西条市千町字大谷甲７番３から

同字甲７番２まで

旧 １９．３～２２．０ ０．００７

新 ２５．６～２６．１ ０．００７

〃 〃 西条市荒川字下分２号２７５番

旧 １２．０～１３．３ ０．０１３

新 １３．３～１４．５ ０．０１３

〃 〃
西条市中野字大平ラ丙１２０番５から

同字ラ丙１２１番６まで

旧 ２１．５～３５．５ ０．１０５

新 ２３．８～３６．６ ０．１０５

〃 〃 西条市中野字大平ラ丙１２２番１４

旧 １５．８～１７．７ ０．０２５

新 １５．８～５６．０ ０．０２５

〃 〃
西条市中野字大平ラ丙１２２番１６から

同市中野字爪堀丙１１８番１５まで

旧 １０．４～１０．６ ０．０１３

新 １０．４～１５．０ ０．０１３

〃 〃 西条市中野字松茸山丙８７番３

旧 ２１．０～３１．３ ０．０４５

新 ３６．３～４１．５ ０．０４５

〃 〃 西条市中野字菖蒲谷丙８５番１４

旧 １８．５～２７．５ ０．０２５

新 ２７．５～７１．８ ０．０２５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 １９４号 西条市千町字大ダル乙１７番５ 平成１９年３月１３日

〃 〃
西条市千町字渡瀬２号２５番２から

同字２号２３番４まで
〃

〃 〃 西条市千町字渡瀬２号２０番 〃

〃 〃
西条市千町字大谷甲７番１０から

同字甲７番２０まで
〃

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５２
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�愛媛県告示第４０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、今治地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
西条市千町字大谷甲７番３から

同字甲７番２まで
〃

〃 〃 西条市荒川字下分２号２７５番 〃

〃 〃
西条市中野字大平ラ丙１２０番５から

同字ラ丙１２１番６まで
〃

〃 〃 西条市中野字大平ラ丙１２２番１４ 〃

〃 〃
西条市中野字大平ラ丙１２２番１６から

同市中野字爪堀丙１１８番１５まで
〃

〃 〃 西条市中野字松茸山丙８７番３ 〃

〃 〃 西条市中野字菖蒲谷丙８５番１４ 〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 今治丹原線
今治市矢田字長尾乙１２８番３から

同市高橋字佐夜ノ谷甲１２８６番４地先まで

旧 ３．２～７．８
１７．５～３４．２

０．３９３
０．３６５

新 １７．５～３４．２ ０．３６５

〃 〃
今治市高橋字真木ノ辻甲６０７番８地先から

同市別名字中河原甲２３３番３まで

旧 ４．３～２３．５
１１．８～４９．６

０．５４４
０．５７０

新 １１．８～４９．６ ０．５７０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１７号
今治市高橋字大縄田甲４３４番３から

同字甲４２２番５まで
平成１９年３月１５日

県 道 今治丹原線
今治市矢田字長尾乙１３１番２から

同字乙１２８番３まで
〃

〃 〃
今治市矢田字長尾乙１２８番３から

同市高橋字佐夜ノ谷甲１２８６番４地先まで
〃

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５３
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�愛媛県告示第４１０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

〃 〃
今治市高橋字佐夜ノ谷甲１２８６番４から

同市高橋字真木ノ辻甲６０７番８まで
〃

〃 〃
今治市高橋字真木ノ辻甲６０７番８地先から

同市高橋字大縄田甲４２４番１１まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 砥部伊予松山線
伊予郡砥部町川井１３４０番３から

同町川井１３４７番３まで

旧 ７．０～１６．０ ０．１１０

新 １３．０～２１．５ ０．１１０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 砥部伊予松山線
伊予郡砥部町川井１３４０番３から

同町川井１３４７番３まで
平成１９年３月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山松前伊予線
松山市空港通一丁目２４６番２から

同市余戸東四丁目７７９番１まで

旧 ６．３～７．６ １．８６５

新 ７．３～８．５ １．８６５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山松前伊予線
松山市空港通一丁目２４６番２から

同市余戸東四丁目７７９番１まで
平成１９年３月１３日

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５４
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�愛媛県告示第４１４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４１８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山伊予線
伊予市平岡２８６番７から

同市平岡３２４番１地先まで
平成１９年３月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山伊予線
伊予市上野字蓼原２３４番２から

同字２２７番２まで

旧 ７．９～９．６ ０．０６９

新 １２．８～１３．７ ０．０６９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山伊予線
伊予市上野字蓼原２３４番２から

同字２２７番２まで
平成１９年３月１３日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久万中山線 伊予市中山町出渕４番耕地９２０番４ 平成１９年３月１３日

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５５
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�愛媛県告示第４１９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように決定する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 中山双海線
伊予市双海町上灘甲３３６３番２から

同町上灘甲３３６９番３まで

旧 ５．３～８．７ ０．０３６

新 ８．７～１１．２ ０．０３６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 中山双海線
伊予市双海町上灘甲３３６３番２から

同町上灘甲３３６９番３まで
平成１９年３月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山川内自転車道線
東温市見奈良字柚壽之木１０８４番３地先から

同字１０８４番４地先まで
８．５～１０．５ ０．１１１

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 池田中山線
喜多郡内子町大瀬南４１３６番地先から

同町大瀬南４１３１番４地先まで

旧 １３．０～３３．３ ０．０５５

新 １３．０～２５．８ ０．０５５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町福浦６４２番２から

同町福浦６４０番６まで

旧 ３．４～４．３ ０．０４３

新 ４．１～５．０ ０．０４３

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５６
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�愛媛県告示第４２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高茂岬船越線
南宇和郡愛南町福浦６４２番２から

同町福浦６４０番６まで
平成１９年３月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 篠山公園線
南宇和郡愛南町正木１１４番２地先から

同町正木６１番５まで

旧 ０ ０

新 １２．０～５７．０ ０．６７３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 篠山公園線
南宇和郡愛南町正木１１４番２地先から

同町正木６１番５まで
平成１９年３月１３日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町緑甲１６９６番３から

同町緑甲１６９６番４まで

旧 １５．６～２０．０ ０．０５９

新 １５．６～２３．４ ０．０５９

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５７



�������
�愛媛県告示第４２８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を変更したいので、同法第２項において準用する

同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を愛媛県

庁及び松山市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路 ３・２・４ 大手町通線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 松山市南江戸一丁目、三番町八丁目及び大手

町二丁目

� 削除する部分 松山市大手町二丁目及び宮田町

�������
�愛媛県告示第４２９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を変更したいので、同法第２項において準用する

同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を愛媛県

庁及び松山市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路 ３・３・９ 千舟町空港線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 松山市南江戸一丁目、三番町八丁目及び千舟

町八丁目

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第４３０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を変更したいので、同法第２項において準用する

同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を愛媛県

庁及び松山市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路 ３・４・２２ 松山駅前竹原線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 松山市大手町二丁目、三番町八丁目及び千舟

町八丁目

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第４３１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を変更したいので、同法第２項において準用する

同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を愛媛県

庁及び松山市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路 ３・２・２４ 松山駅西口南江戸線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 松山市南江戸一丁目及び南江戸五丁目

� 削除する部分 松山市南江戸一丁目

�������
�愛媛県告示第４３２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を変更したいので、同法第２項において準用する

同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を愛媛県

庁及び松山市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路 ３・２・６０ 松山駅北東西線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 松山市宮田町、南江戸一丁目及び辻町

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第４３３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を変更したいので、同法第２項において準用する

同法第１７条第１項の規定により、その都市計画の変更の案を愛媛県

庁及び松山市役所において告示の日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画道路 ３・２・６１ 松山駅西南北線

２ 都市計画を変更する土地の区域

� 追加する部分 松山市辻町及び南江戸一丁目

� 削除する部分 なし

�������
�愛媛県告示第４３４号
愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第４１条第

２項及び愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第

２７号）第５２条の規定により読み替えて適用される同条例第１３条第１

項の規定により、次の都市計画事業に係る環境影響評価準備書を作

成したので、同条例第４１条第２項及び同規則第５２条の規定により読

み替えて適用される同条例第１５条の規定により、次のとおり公告す

る。

なお、この環境影響評価準備書について、環境の保全の見地から

の意見を書面により提出することができる。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町緑甲１６９６番３から

同町緑甲１６９６番４まで
平成１９年３月１３日

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５８



平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画決定権者の名称

愛媛県

２ 都市計画対象事業の名称、種類及び規模

� 名称

松山広域都市計画都市高速鉄道

四国旅客鉄道株式会社 予讃線

� 種類

普通鉄道に係る鉄道施設の改良

� 規模

延長 約５．９キロメートル

３ 都市計画対象事業が実施されるべき区域

松山市美沢二丁目、朝日ヶ丘二丁目、美沢一丁目、朝美二丁目、

愛光町、辻町、南江戸一丁目、竹原二丁目、竹原三丁目、空港通

一丁目、土居田町、保免上一丁目、保免上二丁目、保免中一丁目、

保免中二丁目、保免中三丁目、市坪西町、市坪北二丁目及び市坪

南二丁目の各一部

伊予市上野及び上三谷の各一部

伊予郡松前町大字出作、神崎及び鶴吉の各一部

４ 関係地域の範囲

松山市、伊予市及び伊予郡松前町

５ 環境影響評価準備書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁、松山市役所、伊予市役所及び松前町役場

� 縦覧期間

平成１９年３月１３日から４月１３日まで

（土曜日、日曜日及び祝日は除く）

� 縦覧時間

８時３０分から１７時まで

６ 環境影響評価準備書についての意見書の提出期限及び提出先並

びに意見書に記載すべき事項

� 提出期限

平成１９年４月２７日

� 提出先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他

の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である環境影響評価準備書に記載され

た都市計画対象事業の名称

ウ 環境影響評価準備書についての環境の保全の見地からの意

見（日本語により、意見の理由を含めて記載すること。）

�������
�愛媛県告示第４３５号
愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第４１条第

２項及び愛媛県環境影響評価条例施行規則（平成１１年愛媛県規則第

２７号）第５２条の規定により読み替えて適用される同条例第１６条第１

項の規定により、次の都市計画対象事業に係る環境影響評価準備書

の説明会を開催するので、同条第２項の規定により、次のとおり公

告する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 説明会の開催を予定する日時及び場所

� 開催日時

第１回 平成１９年３月２２日 １９時～

第２回 平成１９年３月２３日 １９時～

� 開催場所

第１回 松山市千舟町８丁目８９

松山市立新玉小学校 体育館

第２回 伊予市上野２２７０

伊予市立伊予小学校 体育館

２ 都市計画決定権者の名称

愛媛県

３ 都市計画対象事業の名称、種類及び規模

� 名称

松山広域都市計画都市高速鉄道

四国旅客鉄道株式会社 予讃線

� 種類

普通鉄道に係る鉄道施設の改良

� 規模

延長 約５．９キロメートル

４ 都市計画対象事業が実施されるべき区域

松山市美沢二丁目、朝日ヶ丘二丁目、美沢一丁目、朝美二丁目、

愛光町、辻町、南江戸一丁目、竹原二丁目、竹原三丁目、空港通

一丁目、土居田町、保免上一丁目、保免上二丁目、保免中一丁目、

保免中二丁目、保免中三丁目、市坪西町、市坪北二丁目及び市坪

南二丁目の各一部

伊予市上野及び上三谷の各一部

伊予郡松前町大字出作、神崎及び鶴吉の各一部

５ 関係地域の範囲

松山市、伊予市及び伊予郡松前町

�������
�愛媛県告示第４３６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を決定したいので、愛媛県環境影響評価条例施行

規則（平成１１年愛媛県規則第２７号）第５４条第１項の規定により読み

替えて適用される同法第１７条１項の規定により、その都市計画の案

を愛媛県庁、松山市役所、伊予市役所及び松前町役場において告示

の日から１月間公衆の縦覧に供する。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画都市高速鉄道 四国旅客鉄道�予讃線
２ 都市計画を定める土地の区域

松山市古三津四丁目、古三津五丁目、山西町、古三津町、衣山

四丁目、衣山五丁目、美沢二丁目、朝日ヶ丘二丁目、美沢一丁目、

朝美二丁目、愛光町、辻町、南江戸一丁目、竹原二丁目、竹原三

丁目、空港通一丁目、雄郡二丁目、小栗町、小栗七丁目、土居田

町、保免上一丁目、保免上二丁目、保免中一丁目、保免中二丁目、

保免中三丁目、市坪西町、市坪北二丁目、市坪南二丁目及び市坪

南三丁目の各一部

伊予市宮下、上野及び上三谷の各一部

伊予郡松前町大字中川原、出作、神崎、鶴吉及び横田の各一部

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２５９



公 告

�愛媛県告示第４３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

技能検定の合格者について

職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づき平成１８年１１月２４日から平成１９年２月１８日までの間に実施した技能検定の合格者は、

次のとおりである。

平成１９年３月１３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１８宇局建（開）第６号

平成１９年３月１日

宇和島市保手五丁目乙６番１、乙６番２、乙６番３７、乙８番１、乙８番３２、

乙８番３３、甲５５８番３２、甲５５９番９、甲５５９番５４、甲５５９番５５、乙６番２１、乙

８番１６及び乙８番３４

宇和島市津島町高田甲２９２９番地１

有限会社津島土地開発

代表取締役 小 島 フキエ

機械保全

特級

受 検 番 号

Ｂ １

半導体製品製造

特級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２ Ｂ ４ Ｂ １０

金属溶解（鋳鉄誘導炉溶解作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 １

工場板金（機械板金作業）

１級

受 検 番 号

Ｂ １

機械検査（機械検査作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ ２ Ｃ ３

２級

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ｃ １

３級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ９

Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １６

Ａ甲 １７ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２３ Ａ甲 ２４

Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ａ甲 ２７ Ｂ １ Ｂ ２

機械保全（機械系保全作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １２ Ａ甲 ２２ Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３８ Ａ甲 ３９ Ａ甲 ４４

Ａ甲 ４５ Ａ甲 ５０ Ａ甲 ５１ Ｂ １ Ｂ ４ Ｂ ８

Ｂ １１ Ｂ １７ Ｂ １８ Ｃ ７ Ｃ １２ Ｃ １５

Ｃ １７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 １０ Ａ甲 １４ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ３１ Ａ甲 ３２

Ａ甲 ３４ Ａ甲 ３６ Ａ甲 ３７ Ａ甲 ４８ Ａ甲 ５０ Ａ甲 ５７

Ａ甲 ５８ Ａ甲 ６０ Ａ甲 ６５ Ａ甲 ６７ Ａ甲 ７０ Ａ甲 ７１

Ａ甲 ８１ Ａ甲 ８３ Ａ甲 ８８ Ａ甲 ９２ Ａ甲 ９３ Ａ甲 ９９

Ａ甲 １１５ Ａ甲 １１７ Ａ甲 １１９ Ａ甲 １２７ Ａ甲 １３２ Ａ甲 １３３

Ａ甲 １３４ Ａ甲 １３７ Ａ甲 １３９ Ａ甲 １４２ Ａ甲 １４５ Ａ甲 １５０

Ａ甲 １５１ Ａ甲 １５９ Ａ甲 １６１ Ａ甲 １６３ Ａ甲 １６６ Ａ甲 １６７

Ｂ ３ Ｂ ６ Ｂ ８ Ｂ １１ Ｂ １４ Ｂ １７

Ｂ １８ Ｂ ２５ Ｂ ２６ Ｂ ２７ Ｂ ２９ Ｂ ３２

Ｂ ３３ Ｂ ３５ Ｂ ３９ Ｂ ４１ Ｂ ４２ Ｃ ４

Ｃ ６ Ｃ ７ Ｃ ８ Ｃ ９ Ｃ １３ Ｃ １４

Ｃ １５ Ｃ １６ Ｃ １７ Ｃ １９ Ｃ ２０ Ｃ ２２

Ｃ ２６ Ｃ ２８ Ｃ ３０ Ｃ ３１ Ｃ ３２ Ｃ ３３

Ｃ ３５ Ｃ ４０ Ｃ ４１ Ｃ ４２ Ｃ ４５ Ｃ ４６

Ｃ ４７ Ｃ ４８

機械保全（電気系保全作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２０ Ａ甲 ２１ Ｂ １ Ｂ ５ Ｂ ８

Ｂ １０ Ｃ １

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ４ Ａ甲 ７ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｂ ４ Ｃ ２

Ｃ ６ Ｃ ７ Ｃ １０ Ｄ １
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機械保全（設備診断作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ７ Ａ甲 ８ Ｃ １４

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ６ Ｃ ７ Ｃ ８

Ｃ ９ Ｃ １０ Ｃ １１

電気機器組立て（配電盤・制御盤組立て作業）

３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

電気機器組立て（シーケンス制御作業）

１級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

半導体製品製造（集積回路チップ製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 １４ Ａ甲 １８ Ｃ １ Ｃ ２

Ｃ ３ Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ６ Ｃ ７ Ｃ ８

Ｃ １０ Ｃ １１ Ｃ １３ Ｃ １４ Ｃ １６ Ｃ １７

Ｃ １８ Ｃ ２０ Ｃ ２１ Ｃ ２３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８ Ａ甲 １１ Ｃ １

Ｃ ４ Ｃ ５ Ｃ ８

自動販売機調整（自動販売機調整作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ ３ Ｃ １
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２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８ Ａ甲 １０ Ｃ １

Ｃ ２ Ｃ ３

空気圧装置組立て（空気圧装置組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

農業機械整備（農業機械整備作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ５ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ａ甲 １９

Ａ甲 ２１ Ａ甲 ２６ Ｂ ２ Ｂ ５ Ｂ ７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 １１ Ａ甲 １２ Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １６

Ａ甲 １７ Ａ甲 ２４ Ｂ ３ Ｃ １ Ｃ ２

冷凍空気調和機器施工（冷凍空気調和機器施工作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ６ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１

Ａ甲 １３ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ｂ １ Ｂ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７ Ａ甲 ８

Ａ甲 ９ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ｂ ４ Ｂ ５

３級

受 検 番 号

Ａ甲 １

和裁（和服製作作業）

１級
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受 検 番 号

Ａ甲 １

強化プラスチック成形（積層防食作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ７

Ａ甲 ８ Ｃ １ Ｃ ２

パン製造（パン製造作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｂ １ Ｂ ２

菓子製造（洋菓子製造作業）

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ５ Ｃ １

菓子製造（和菓子製造作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２

２級

受 検 番 号

Ａ甲 １

建築大工（大工工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ａ甲 ５

３級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２

かわらぶき（かわらぶき作業）

１級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ６ Ａ甲 ９ Ｃ １

Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ １

配管（建築配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 １０ Ａ甲 １２

Ａ甲 １３ Ａ甲 １４ Ａ甲 １５ Ａ甲 １６ Ａ甲 １７ Ｂ １

Ｃ ２

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ａ甲 ８ Ａ甲 ９

Ａ甲 １４ Ａ甲 １８ Ｃ ２

配管（プラント配管作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ６ Ｃ １

２級

受 検 番 号

Ａ甲 ２

型枠施工（型枠工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ８ Ａ甲 ９ Ａ甲 １１ Ａ甲 １８ Ａ甲 １９ Ａ甲 ２０

Ａ甲 ２５ Ａ甲 ２６ Ｂ ２ Ｂ ３ Ｃ ２ Ｃ ３

Ｃ ９

２級

受 検 番 号

Ｂ １

鉄筋施工（鉄筋施工図作成作業）

１級
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受 検 番 号

Ａ甲 １

鉄筋施工（鉄筋組立て作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 ４ Ａ甲 ５ Ｂ １ Ｂ ２

Ｂ ５ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ３ Ｃ ２

コンクリート圧送施工（コンクリート圧送工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｂ １

防水施工（アスファルト防水工事作業）

１級

受 検 番 号

Ｂ １

防水施工（合成ゴム系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ １ Ｃ ２

防水施工（塩化ビニル系シート防水工事作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３ Ｃ ４

ガラス施工（ガラス工事作業）

１級
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受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ｃ １ Ｃ ２

機械・プラント製図（機械製図手書き作業）

２級

受 検 番 号

Ｂ ３

機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ９ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １３ Ａ甲 １５

Ａ甲 １７ Ａ甲 １８ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ４ Ｃ ６

Ｃ ７

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３ Ａ甲 １０ Ａ甲 １１ Ａ甲 １６ Ｂ ２

Ｃ １

電気製図（配電盤・制御盤製図作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ３

２級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３

塗装（鋼橋塗装作業）

１級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ａ甲 ８ Ａ甲 １１ Ｂ ２ Ｃ ２ Ｃ ３

２級

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２６７



人事委員会規則

�愛媛県人事委員会規則７－１０３８
職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成１９年３月１３日

愛媛県人事委員会委員長 稲 瀬 道 和

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則（愛媛県人事委員会規則７－４３）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（昇格）

第１９条 省略

２ 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成

績が良好であることが明らかでなければならない。

３ 勤務成績が特に良好である職員に対する第１項第２号の規定の

適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要

在級年数に１００分の８０以上１００分の１００未満の割合を乗じて得た年

数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とす

ることができる。

４ 省略

（昇給区分及び昇給の号給数）

第３０条 省略

２～４ 省略

５ 前項の規定により昇給区分を決定することと

なる職員について、その者の勤務成績を総合的に

判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であ

ると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分

より上位の昇給区分（Ａ及びＢの昇給区分を除く。）に決定する

ことができる。

６ 省略

７ 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第２２条第

３項、第２４条第２項（第２５条第２項において準用する場合を含む。）

若しくは第３６条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給

数は、第１項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数（第

３項の規定が適用される場合は、同項の規定による調整等が行わ

れた場合の号給数）に相当する数に、その者の新たに職員となつ

た日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数

（１月未満の端数があるときは、これを１月とする。）を１２月で

除した数を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切

り捨てた数）に相当する号給数（人事委員会の定める職員にあつ

（昇格）

第１９条 省略

２ 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第２号 の規定の

適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要

在級年数に１００分の８０以上１００分の１００未満の割合を乗じて得た年

数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とす

ることができる。

３ 省略

（昇給区分及び昇給の号給数）

第３０条 省略

２～４ 省略

５ 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区

分がＤ又はＥとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に

判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であ

ると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分

より上位の昇給区分（Ａ及びＢの昇給区分を除く。）に決定する

ことができる。

６ 省略

７ 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第２２条第

３項、第２４条第２項（第２５条第２項において準用する場合を含む。）

若しくは第３６条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給

数は、第１項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数（第

３項の規定が適用される場合は、同項の規定による調整等が行わ

れた場合の号給数）に相当する数に、その者の新たに職員となつ

た日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数

（１月未満の端数があるときは、これを１月とする。）を１２月で

除した数を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切

り捨てた数）に相当する号給数（人事委員会の定める職員にあつ

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 １ Ａ甲 ２ Ａ甲 ３ Ｃ １ Ｃ ２ Ｃ ３

樹脂接着剤注入施工（樹脂接着剤注入工事作業）

単一等級

受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号 受 検 番 号

Ａ甲 ２ Ｂ １ Ｂ ２ Ｃ １
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第３０号
公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第５５条第２項及び第４

項第２号（他の法令において準用され、又は例によることとされて

いる場合を含む。）の規定により、次の施設を不在者投票のできる

施設として指定した。

平成１９年３月１３日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 藤 山 薫

ては、第１項から前項までの規定を適用したものとした場合に得

られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数）と

する。この場合において、この項の規定による号給数が０となる

職員は、昇給しない。

８・９ 省略

ては、

人事委員会の定める号給数）と

する。この場合において、この項の規定による号給数が０となる

職員は、昇給しない。

８・９ 省略

附 則

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

施設の種類 施設の名称 所 在 地

介護老人保健施
設

社会福祉法人恩
賜財団済生会西
条老人保健施設
いしづち苑

西条市朔日市２６９番地１

平成１９年３月１３日 発行

愛 媛 県 報平成１９年３月１３日 第１８４３号

２６９


